
令和８年度 

白石町職員（文化財保護担当）採用試験実施要項 
 

 

 

白石町は佐賀県南西部に位置し、町西部には県内最大規模の平山城である須古城跡が

存在します。また、町内には一石六地蔵塔、五輪塔等の石造物が多数残っており、南北朝

時代に遡る石塔も存在します。町東部には明治から昭和に至る干拓堤防が今ではその役目

を終え、歴史の生き証人として静かに佇んでいます。 

須古城跡には、戦国大名・龍造寺隆信の息吹と、戦乱の時代の残響が今も鮮やかに息づ

いています。歴史の記憶を呼び覚まし、地域の宝を磨き上げる。そんなロマンある日々をここ

白石町で始めませんか。 

 

 

１ 試験区分及び採用予定数 

試 験 区 分 採用予定数 職  務  内  容 

一般事務（文化財保護担当

（考古学）） 
１名程度 

教育委員会事務局生涯学習課※において、

埋蔵文化財の発掘・調査研究及び文化財の

保存活用に関する業務及び一般事務 

※原則として教育委員会事務局（生涯学習課）勤務ですが、人事異動等により教育委員会以外の部

局で勤務する場合もあります。 

 

２ 受験資格 

試験区分 要  件 

一般事務（文化財保
護担当（考古学）） 

・昭和５０年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた人

（令和８年４月１日現在の年齢が４０歳以上５０歳以下）で、原

則として採用後に白石町内に居住することができる人 

・大学又は大学院において文化財に関する専門課程を修了した人

で、文化財の発掘調査及び保護に関する専門的知識及び技術を有

する人 

・令和８年１０月１日採用に応ずることができる人 

 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は受験できません。 

 (1) 日本の国籍を有しない人 

 (2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがな

くなるまでの人 

 (3) 本町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

 (4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

 



３ 試験の日時、会場、方法及び合格者発表 

 (1)試 験 日   令和８年７月２５日（土） 午前９時３０分 集合 

 (2)試 験 会 場   白石町役場３階会議室４ 

 

 (3)試験の方法    

科目 時間 内容 

専門試験 120 分 
文化財担当専門職員として必要な専門的知識等についての
筆記試験を行います。 

作文試験 60 分 
文化財担当専門職員として必要な専門的知識、文章による表
現力、文章構成力についての筆記試験を行います。 

面接試験 20 分 
文化財担当専門職員として適する人物かどうか、文化財担当
専門職員として必要な専門的知識を有しているかどうか等につ
いて評価する個別面接試験を行います。 

遺物実測図審査 
試験当日 

提出 

文化財担当専門職員として必要な遺物実測図の作成技能を
審査します。 
試験当日、受験人本人が作成した遺物実測図２点（原図又は
鮮明な写し）を提出してください。 
遺物実測図審査では合否を判定し、不合格の場合は、その他
の試験の得点に関わらず不合格となります。 

 

 (4)合格者の決定 

   合否は、各試験の得点の合計点数を基に判定します。ただし、選考の結果、合格者がない場

合もあります。 

 

 (5)最終合格者発表 

   令和８年８月下旬（予定）に本町役場に掲示等するほか試験受験者全員に郵送で合否を通

知します。 

 

４ 合格から採用まで 

   最終合格者は、採用候補者名簿に登載されます。名簿の有効期間は、令和８年１０

月１日から原則として１年間とします。 

なお、名簿に登載されても必ず全員が採用されるとは限りません。 

 

５ 給与・福利厚生等 

   初任給は、大学卒業者で２２７，９００円（行政職１級２１号給）の予定です。 

この他に職員の給与に関する条例及び同規則の定めるところにより、扶養手当、通勤

手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

なお、初任給は、採用者の経歴等を勘案のうえ決定されます。民間企業等で職

務経験がある場合は、上記条例等の定めるところにより、前歴換算、修学年数調整等を

行い決定します。 

また、福利厚生として、地方公共団体職員を対象とした各種共済・保険（火災・自動

車共済、任意共済等）へ加入できます。 

 

 



６ 受験手続及び受付期間 

 (1)提出書類 

書 類 注 意 事 項 

受験申込書 

【様式１】 
万年筆又はボールペン（黒色又は青色）で記入してください。 
数字はアラビア数字、文字は楷書により正確に記入してください。 
署名欄以外はパソコン入力でも差し支えありません。 

調査研究業績調書 【様式２】「文化財保護担当」 ※記入要領は、様式１に同じ 

卒業（修了）証明書 大学学部以上の全てを提出してください。 

成績証明書 同上 

返信用定形封筒（2 通） 
（長形 3 号：縦 235 ㎜ 
横 120mm） 

①受験票送付用定形封筒 
あて先・郵便番号明記の上 110 円分の切手を貼付したもの１通 

②試験結果通知用定形封筒 
あて先・郵便番号明記の上 460 円分の切手を貼付したもの１通 

【様式１】及び【様式２】は、下記申込先で配布するほか、白石町ホームページ令和８ 

年度白石町職員(文化財保護担当)採用試験のご案内からダウンロードできます。郵送希

望の場合は、110 円分の切手を貼付した返信用封筒を同封の上お申込ください。 

この採用試験の実施に伴いご提出いただいた個人情報は、採用選考のためのみに使用

し、それ以外の目的のために使用することはありません。 

なお、町における個人情報の取扱いについては、白石町個人情報保護法施行条例で定

めています。 

 (2)申込先 

   上記(1)の書類を同封し、封筒の表に「文化財保護担当 応募書類在中」と朱書きの上、

必ず書留にして、下記まで郵送してください。 

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田 1247 番地 1 白石町役場 総務課職員係 

TEL 0952-84-7111  

 (3)受付期間 

   令和８年６月1０日（水）～７月１０日（金）までの期間中、土曜・日曜日及び祝日

を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで受け付けます。郵送による場合は、

令和８年７月１０日（金）までの消印のものに限り受け付けます。 

(4)受験票の送付 

受験者には受験票を送付します。試験当日ご持参ください。令和８年７月２１日（火）

までに届かない場合は上記申込先までお問い合わせください。 

 

７ 問い合わせ先 

  【試験全般に関すること】白石町役場 総務課職員係 

TEL：0952-84-7111 Ｅ-mail：syokuin@town.shiroishi.lg.jp 

  【職務内容に関すること】白石町教育委員会 生涯学習課生涯学習係 

TEL：0952-84-7129 Ｅ-mail：shougaigakushuu@town.shiroishi.lg.jp 

mailto:syokuin@town.shiroishi.lg.jp

